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経営所得安定対策に関する意向調査 

（該当の□にチェックしてください） 

 

設問１ 

 (1)あなたの経営形態を教えてください。 

   □個人経営    □法人(集落営農を除く)    □集落営農（法人） 
 

   □集落営農（任意組織・農産物の共同販売経理) 
 

     □集落営農（任意組織・機械の共同利用のみ） 

 

 (2)あなたの本年度の水田の経営面積(所有地・借地)を教えてください。 

   □３ha未満        （   筆）   □３ha以上～４ha未満（   筆） 

     □４ha以上～５ha未満（   筆）   □５ha以上～10ha未満（   筆） 

     □10ha以上～20ha未満（   筆）   □20ha以上～    （   筆） 

 

 (3)あなたの本年度の水田の作業受託面積を教えてください。 

   □３ha未満        （   筆）   □３ha以上～４ha未満（   筆） 

     □４ha以上～５ha未満（   筆）   □５ha以上～10ha未満（   筆） 

     □10ha以上～20ha未満（   筆）   □20ha以上～    （   筆） 

 

  (4)あなたは次の認定を受けていますか。 

   □認定農業者 
 

   □人・農地プランの中心経営体 
 

   □認定就農者  

 

 

 

（裏面へつづく） 

  



設問２ 

 ２６年度の米の直接支払交付金が 7,500円/10aに減額されましたが、あなたの加入状況

を教えてください。 

 

    □加入した          □加入しなかった              (複数回答可) 

 

            （加入しなかった理由） 

        □生産数量目標にとらわれず、自由に主食用米を作付・販売したいから。 

        □加入してもメリットが感じられないから。 

        □手続きが面倒だから 

      □交付金が減額となったから 

        □その他（                           ） 

 

設問３ 

 水田の経営面積のうち借地のある方にお伺いします。借地をした主な理由を教えてくだ

さい。（主な理由を２つ以内） 

   □大規模化を進めないと経営が成り立たないと考えたから 

      □現在の制度では、経営規模が大きいほどメリットがあると考えたから 

      □近隣の農業者から依頼されたから（耕作放棄地対策 等） 

   □借りたくなかったが、水路等の関係で仕方なく借りている 

□その他（                          ） 

 

設問４ 

 (1)今後の経営を考えたとき、規模拡大を進めたいですか。 

      □進めたい → 既存面積を含めた目標面積（   ）ｈａ 

            □賃借により増反   □購入により増反 

   □現状維持 

   □縮小 →次頁の(3)へ 

 

 (2)(1)で「進めたい」かつ「賃借により増反」と回答した方に伺います。 

  ア 増反にあたって農地中間管理機構を利用したいですか。 

     □利用したい   □利用したくない   □どちらともいえない 

    イ 規模拡大を進めるにあたって、どのような経営形態を考えていますか。 

     □今後とも個人経営            □法人化を進める 

     □集落営農に参加する  

 



  (3)(1)で「縮小」と回答した方に伺います。農地はどうされますか。 

     □農地中間管理機構に貸す      □近隣の担い手農家に貸す 

 □農地を貸したいが受けてくれる人がいない 

          □農地は貸さない 

 

設問５ 

 平成２７年産から、麦、大豆(黒大豆除く)等を対象とする畑作物の直接支払交付金(ゲタ

対策)、米、麦、大豆(黒大豆除く)を対象とする収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)の対象

者が認定農業者、集落営農、認定就農者に限定され、現在の規模要件はなくなります。 

 (1)このことについて知っていますか。 

   □知っている        □知らなかった 
 

  (2)今年、この対策に加入していますか。 

   □加入している       □加入していない 
 

  (3)(2)で「加入していない」と回答した方に伺います。来年度から加入したいですか。 

   □加入したい 

   □認定農業者などになれれば加入したい 

   □加入は考えていない  

 

設問６ 

 平成３０年産から、米の生産数量目標の配分が無くなり、生産者が自らの判断で作物を

選択できるようになる見通しです。 

 (1)今後の主食用米の作付の方向性を教えて下さい。 

 □生産数量目標の配分はなくなっても主食用米は過剰基調であることから、今ま 

 でどおり市町村やＪＡの情報に基づき主食用米以外の生産を続ける 

   □販売先を確保して主食用米を増やす 

   □その時になってみないとわからない 

 

  (2)今後、主食用米以外に作付を予定しているものを教えて下さい。（複数回答可） 

     □麦             □白大豆     □黒大豆     □飼料用米 

   □米粉用米    □ＷＣＳ用稲   □加工用米    □備蓄米 

      □飼料作物    □野菜      □果樹      □花き 

      □その他（作目名：             ） 

      □何も作付けしない 

 
（裏面へつづく）  



 (3)(2)で回答した作目を選ぶ理由を教えて下さい。(複数回答可) 

      □市場や直売所で高値で売れるから （作物名：             ） 

   □国の交付金単価が高いから    （作物名：             ） 

   □栽培に慣れているから      （作物名：             ） 

      □自分の地域が産地だから     （作物名：             ） 

   □市町村が勧めるから       （作物名：             ） 

   □ＪＡが勧めるから        （作物名：             ） 

   □知人(農業者)が勧めるから    （作物名：             ） 

   □栽培が面白いから        （作物名：             ） 

   □排水等の条件が悪く他の作物を作れないから 

                    （作物名：             ） 

   □その他 

    （作物名：       理由：                   ） 

    （作物名：       理由：                   ） 

    （作物名：       理由：                   ） 

 

 (4)平成３０年産以後の取組や施策について考えていること、意見・要望等があれば  

 自由に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※アンケートは以上です。御協力ありがとうございました。 


